
 
山梨県社会福祉法人・施設整備等審査会設置要綱 

 
 

改正 平成１５年１１月１０日一部改正 
改正 平成１６年 ５月 ７日一部改正 
改正 平成１９年 ７月１８日一部改正 
改正 平成２０年 ４月 １日一部改正 
改正 平成２１年 ４月 １日一部改正 
改正 平成２５年 ３月１４日一部改正 

                        改正 平成３１年 ４月 １日一部改正 
改正 令和 ２年 ４月 １日一部改正 
改正 令和 ３年 ４月 １日一部改正 
改正 令和 ５年 ４月 １日一部改正 
改正 令和 ７年 ４月 １日一部改正 

 
（設置） 
第１条  社会福祉法人の設立認可並びに社会福祉施設及び医療施設等の整備等に当たり、その適格

性等を審査するため、山梨県社会福祉法人・施設整備等審査会（以下「審査会」という。）を設
置する。 

 
（審査事項） 
第２条  審査会は、次に掲げる事項について審査する。 
 （１）社会福祉法人の設立認可 
 （２）国・県補助金の協議対象となる社会福祉施設の選定 
 （３）国・県補助金の協議対象となる医療施設等の選定 
 （４）その他施設整備等の適正化に必要な事項 
 
（組織） 
第３条  審査会は、学識経験者及び別表に掲げる職にある者をもって構成する。 
２  前項の学識経験者は、２名とする。 
３  審査会の会長は、福祉保健部長をもって充てる。 
 
（会議） 
第４条  審査会は、必要に応じて開催する。 
２ 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。 
３  会長に事故あるときは、福祉保健部次長がその職務を代理する。 
４  会長は、審査事項の内容により、別表に掲げる職にある者（以下「庁内構成員」という。）全

員の出席を求める必要がないと認めるときは、庁内構成員の一部の出席を求めて審査会を開催す
ることができる。 

５  会長は、必要があると認めるときは、庁内構成員以外の職員に対し、出席を求めることができ
る。 

６ 会長は、災害等その他の事情により招集できないと認めるときは、書面審査を行うことにより、
審査会に代えることができる。 

 
（事前面接審査） 
第５条 審査会は、第２条第１号の審査を行う場合にあっては、事前に当該法人の理事長・施設長

予定者の適格性等について面接による審査（以下「事前面接審査」という。）を行うものとする。
ただし、市町村合併に伴う市町村社会福祉協議会の合併の認可については、この限りでない。 

２ 事前面接審査を行うため、審査案件ごとに学識経験者である構成員２名及び庁内構成員のうち
会長の指名する者３名で構成する面接審査班（以下「面接審査班」という。）を置く。 

３ 面接審査班に班長を置き、会長が指名する者をもって充てる。 
４ 事前面接審査は、学識経験者１名以上を含む３名以上の面接審査班の構成員の出席がなければ

行うことができない。 
５ 班長は、審査会において、事前面接審査の結果を報告するものとする。 
 
（事務局） 
第６条  審査会の事務は、福祉保健部福祉保健総務課が行う。 
 
（その他） 
第７条  この要綱に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。 
２ この要綱の定めにより難い場合の取扱いについては、別に定める。 
 
    附 則 
  この要綱は、平成９年８月１２日から施行する。 
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（福祉保健部）福祉保健部長、福祉保健部次長、福祉保健部企画調整主幹 

福祉保健総務課長、健康長寿推進課長、障害福祉課長、医務課長 
（総合県民支援局）子育て・次世代サポート課長、こども福祉課長 
（森林環境部）森林整備課長、自然共生推進課長 
（観光文化・スポーツ部）文化振興・文化財課長 
（農政部） 農村振興課長 

 （県土整備部）都市計画課長、景観まちづくり室長 


